
○ 
保
険
業
法
施
行
規
則
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
支
払
備
金
と
し
て
積
み
立

て
る
金
額
を
定
め
る
件
（
平
成
十
年
六
月
八
日
大
蔵
省
告
示
第
二
百
三
十
四
号
） 

 

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
支
払
備
金
と
し
て
積
み
立
て
る
金
額
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
年
六
月
十
日
か
ら
適
用

す
る
。 

 

（
生
命
保
険
会
社
等
の
支
払
備
金
） 

第
一
条 

保
険
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
（
規
則

第
百
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る

金
融
庁
長
官
が
定
め
る
金
額
は
、
生
命
保
険
会
社
及
び
外
国
生
命
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
を
平
均
し
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
通
常
の
予
測
を
超

え
る
事
象
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
象
の
発
生
に
関
す
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き

は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
基
準
及
び
適
正
な
保
険
数
理
に
基
づ
く
他
の
方
法
に

よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

支
払
備
金
の
計
算
の
対
象
と
な
る
事
業
年
度
（
以
下
「
対
象
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の
前

事
業
年
度
末
の
既
発
生
未
報
告
支
払
備
金
積
立
所
要
額
（
ま
だ
支
払
事
由
の
発
生
の
報
告
を
受

け
て
い
な
い
が
保
険
契
約
に
規
定
す
る
支
払
事
由
が
既
に
発
生
し
た
と
認
め
る
保
険
金
、
返
戻

金
そ
の
他
の
給
付
金
（
以
下
「
保
険
金
等
」
と
い
う
。
）
の
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
、
対
象
事
業
年
度
の
保
険
金
等
の
支
払
額
を
対
象
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の

保
険
金
等
の
支
払
額
で
除
し
て
得
ら
れ
た
率
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
金
額 

二 

対
象
事
業
年
度
の
二
事
業
年
度
前
の
事
業
年
度
末
の
既
発
生
未
報
告
支
払
備
金
積
立
所
要
額

に
、
対
象
事
業
年
度
の
保
険
金
等
の
支
払
額
を
対
象
事
業
年
度
の
二
事
業
年
度
前
の
事
業
年
度

の
保
険
金
等
の
支
払
額
で
除
し
て
得
ら
れ
た
率
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
金
額 

三 

対
象
事
業
年
度
の
三
事
業
年
度
前
の
事
業
年
度
末
の
既
発
生
未
報
告
支
払
備
金
積
立
所
要
額

に
、
対
象
事
業
年
度
の
保
険
金
等
の
支
払
額
を
対
象
事
業
年
度
の
三
事
業
年
度
前
の
事
業
年
度

の
保
険
金
等
の
支
払
額
で
除
し
て
得
ら
れ
た
率
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
金
額 

（
損
害
保
険
会
社
等
の
支
払
備
金
） 

第
二
条 

規
則
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
金
額
は
、
損
害
保

険
会
社
及
び
外
国
損
害
保
険
会
社
等
（
以
下
「
損
害
保
険
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、

保
険
種
類
ご
と
（
規
則
第
七
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
を
除
く
。
）
の
引
受
け
の
区
分
別

の
単
位
（
以
下
「
計
算
単
位
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
区
分
し
、
次
の
各
号
の
分
類
に
応
じ
て
次
項

又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
計
算
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
保
険
の
み
の

引
受
け
を
行
う
損
害
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
分
類
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
に
よ
る
計
算

方
法
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。 

一 

保
険
契
約
に
基
づ
い
て
支
払
義
務
が
発
生
し
た
保
険
金
等
の
支
払
が
長
期
間
に
及
ぶ
と
認
め

ら
れ
る
計
算
単
位 

二 

前
号
の
計
算
単
位
の
う
ち
、
重
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
計
算
単
位 

三 

第
一
号
以
外
の
計
算
単
位 

２ 

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
計
算
単
位
（
前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て

は
、
支
払
保
険
金
及
び
規
則
第
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
（
以
下
「
普
通
支
払
備

金
」
と
い
う
。
）
等
を
基
礎
と
し
て
、
統
計
的
な
見
積
り
方
法
に
よ
り
合
理
的
に
計
算
し
た
金
額

と
す
る
。
た
だ
し
、
合
理
的
か
つ
妥
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら

れ
る
会
計
基
準
及
び
適
正
な
保
険
数
理
に
基
づ
く
他
の
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
計
算
単
位
に
あ
っ
て
は
、
別
表
の
算
式
に
よ
り
計
算

し
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
基
準
に
照
ら
し
、
合
理
的

か
つ
妥
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

附
則
（
平
成
十
八
年
四
月
十
四
日
金
融
庁
告
示
第
４
４
号
） 



１ 
こ
の
告
示
は
、
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
年
大
蔵
省
告
示
第
二
百
三
十
四
号
第
二
条
の
規
定
に
基
づ 

 
 

 

く
支
払
備
金
の
計
算
に
お
い
て
、
計
算
単
位
ご
と
の
対
象
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
ま
で
の
支
払

保
険
金
等
の
把
握
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
損
害
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
規
則
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
金
額
は
、
こ
の

告
示
の
施
行
の
日
以
後
の
最
初
の
事
業
年
度
の
決
算
期
ま
で
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  
 
 

（
平
成
十
年
六
月
二
十
九
日
金
融
監
督
庁

大 
蔵 

省
告
示
第
一
号
）
改
正 

 
 
 

（
平
成
十
一
年
三
月
三
十
日
金
融
監
督
庁

大 

蔵 
省
告
示
第
十
一
号
）
改
正 

 
 
 

（
平
成
十
二
年
七
月
二
十
七
日
金
融
庁
告
示
第
十
一
号
）
改
正 

 
 
 

（
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
金
融
庁
告
示
第
二
十
七
号
）
改
正 

 
 
 

（
平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日
金
融
庁
告
示
第
六
十
号
）
改
正 

（
平
成
十
八
年
四
月
十
四
日
金
融
庁
告
示
第
四
十
四
号
）
改
正 

 
 
 

（
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
金
融
庁
告
示
第
五
十
号
）
改
正 

（
令
和
五
年
三
月
二
十
二
日
金
融
庁
告
示
第
十
九
号
）
改
正 

 

 



別表(第２条第３項関係) 

次に掲げる算式により計算した金額とする。なお、原則として要積立額ａによるこ 

ととし、再保険による引受契約及び海外における元受契約において要積立額ａによ 

る算出が困難な場合に限り、要積立額ｂによることができることとする。 

１ 要積立額ａ 

要積立額ａ＝対象事業年度の前事業年度までの直近３事業年度における既発生

未報告損害支払備金積立所要額の平均額×対象事業年度を含む直近３事業年度の

発生損害増加率 

 ２ 要積立額ｂ 

要積立額ｂ＝対象事業年度を含む直近３事業年度の年間発生保険金の平均額×

１／１２ 

備考 

この算式において次のイからホまでに掲げるものは、当該イからホまでに定める

ところによる。 

イ 前事業年度までの直近３事業年度における既発生未報告損害支払備金積立所

要額の平均額 前事業年度までの直近３事業年度におけるそれぞれの事業年度

（以下「当該事業年度」という。）終了の日以前に発生した保険事故について、

それぞれ次の算式により計算した金額を平均した金額とする。 

当該事業年度の既発生未報告損害支払備金積立所要額＝当該事業年度の翌事

業年度の支払保険金＋当該事業年度の翌事業年度の普通支払備金－当該事業年

度の普通支払備金 

ロ 対象事業年度を含む直近３事業年度の発生損害増加率 対象事業年度に発生

した保険事故に関し算出した発生損害額に基づき、次の算式により計算した率

とする。  

⑴ 対象事業年度を含む直近３事業年度の発生損害増加率＝対象事業年度を含

む直近３事業年度の発生損害額の合計額÷対象事業年度の前事業年度までの直

近３事業年度の発生損害額の合計額 

⑵ 発生損害額＝当該事業年度の支払保険金＋当該事業年度の普通支払備金 

ハ 対象事業年度を含む直近３事業年度の年間発生保険金の平均額 各事業年度ご

とに次の算式により計算した金額を平均した金額とする。 

年間発生保険金＝当該事業年度の支払保険金＋当該事業年度の普通支払備金

－当該事業年度の前事業年度の普通支払備金 

ニ 要積立額ａの計算において、対象事業年度の前事業年度までの直近３事業年度

における既発生未報告損害支払備金積立所要額の平均額が零を下回る場合 当該

計算単位に係る要積立額ａは零として計算することとする。ただし、合理的かつ

妥当な理由がある場合は、零としないことができる。 

ホ 要積立額ｂの計算において、対象事業年度を含む直近３事業年度の年間発生支

払保険金の平均額が零を下回る場合 当該計算単位に係る要積立額ｂは零として

計算することとする。ただし、合理的かつ妥当な理由がある場合は、零としない

ことができる。 

 


